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３．施策の内容 

 

 

基本目標１ やさしい心と主体性を育む取り組みの推進 

 

(1) 現状と課題 

 

高齢者や障害者などの自立や社会参加を進めるために、道路や建築物など社会

基盤施設のバリアフリー化が必要ですが、施設や設備のバリアフリー化を推進す

ることだけでは、人にやさしいまちは実現できません。 

まちづくりは人づくりとの観点から、地域社会を構成する一人ひとりが高齢者

や障害者などに対する理解を深める「心のバリアフリー＊」の推進が求められて

います。 

そのため、学校教育や福祉教育、生涯学習事業など、さまざまな機会を通して、

市民一人ひとりの心のバリアフリー＊を推進する必要があります。 

 

また、まちのバリアフリー化や、地域の援助活動を必要としている人たちに対

し情報が確実に行き届くよう、市が率先して情報を収集するとともに、ホームペ

ージなどの活用を通して積極的に情報を発信していく取り組みも必要です。 

西東京市では、平成18年に、市民・事業者・社会福祉協議会との協働により

「お出かけ情報地図（ふれあいのまち西東京市バリアフリーマップ）」を作成し

ましたが、まちの状況は日々変わっていくことから、今後も引き続き、情報の更

新・充実を図っていくとともに、幅広く市民に情報を伝達する手段を検討する必

要があります。 

 

さらに、高齢者や障害者などに対する理解を深めるだけでなく、思いやりの心

を持った具体的な活動へつなげるため、地域の支えあい活動を活性化する必要が

あります。 

本市では、社会福祉協議会が実施する「ふれあいのまちづくり事業」において、

高齢者や子どもの見守り、地域のパトロール、ボランティア＊や市民活動の支援

を行っていますが、今後も、高齢者や障害者等の日常生活や社会参加を地域で支

援する活動を活性化するとともに、活動の担い手となる人材を確保することが必

要です。 
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３．施策の内容 

21.1 77.1

0.8 1.1
件数380

条例が制定されたことも内容も知っている

条例が制定されたことは知っているが、内容は知らない

条例が制定されたことも、内容も知らない

無回答

ｐ．人にやさしいまちづくりの推進において優先すべきこと 

(2) 関連するアンケート調査結果 

 

●「西東京市人にやさしいまちづ

くり条例」の認知度を見ると、

一般成人では77.1％、高齢者

では42.6％の人が「制定され

たことも内容も知らない」と回

答していることから、条例の周

知が課題となっています。 

 

 

 

 

●人にやさしいまちづくりの推進

において優先すべきことをたず

ねたところ（複数回答）、一般

成人と障害者では「心のバリア

フリー＊の推進」が、高齢者で

は「地域における助け合い・支

えあい活動の活性化」が半数近

くとなっています。人にやさし

いまちづくりの推進には、市民

のやさしい心を育む必要がある

と考えている人が多いことがう

かがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.4

47.3

43.4

29.1

26.5

17.9

15.7

14.1

12.0

5.5

1.6

13.2

0 20 40 60

歩行者の安全性の向上や交通安全の推進

地域における助け合い・支えあい活動の活性化

まちなかにおけるトイレ、休憩スペースなどの確保

公園・緑地の確保と適切な維持管理

心のバリアフリーの推進

公共交通施設のバリアフリー化の促進

公共建築物のバリアフリー化の推進

樹林地や畑など、私有地における緑の保全

バリアフリーに関する情報提供

小規模店舗におけるバリアフリー化の推進

その他

無回答

(%)件数＝509

61.3

48.2

47.1

42.6

31.8

29.5

27.9

19.7

13.9

7.1

4.2

1.6

0 20 40 60 80

歩行者の安全性の向上や交通安全の推進

心のバリアフリーの推進

公園・緑地の確保と適切な維持管理

地域における助け合い・支えあい活動の活性化

まちなかにおけるトイレ、休憩スペースなどの確保

公共交通施設のバリアフリー化の促進

公共建築物のバリアフリー化の推進

樹林地や畑など、私有地における緑の保全

バリアフリーに関する情報提供

小規模店舗におけるバリアフリー化の推進

その他

無回答

(%)件数＝380

48.6

46.8

42.2

36.7

32.1

23.4

18.3

17.4

15.6

8.3

6.4

6.4

0 10 20 30 40 50

歩行者の安全性の向上や交通安全の推進

心のバリアフリーの推進

まちなかにおけるトイレ、休憩スペースなどの確保

公共交通施設のバリアフリー化の促進

地域における助け合い・支えあい活動の活性化

公園・緑地の確保と適切な維持管理

バリアフリーに関する情報提供

公共建築物のバリアフリー化の推進

樹林地や畑など、私有地における緑の保全

小規模店舗におけるバリアフリー化の推進

その他

無回答

(%)件数＝109

ｏ．西東京市人にやさしいまちづくり条例の認知度   

4.3 42.6 42.6 10.4

件数=509

条例が制定されたことも内容も知っている

条例が制定されたことは知っているが、内容は知らない

条例が制定されたことも、内容も知らない

無回答

【高齢者】 

【一般成人】 

【一般成人】 

【高齢者】 【障害者】 
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ｑ．高齢者や障害者への手助けのために必要な取り組み 

 

 

 

 

●高齢者や障害者への手助けのた

めに必要な取り組みとしては

（複数回答）、一般成人、障害

者、高齢者のいずれも「学校教

育で子どもたちが『心のバリア

フリー＊』を学ぶ機会の充実」

との回答が最も多くなっており、

学校教育への期待が高くなって

いることがわかります。また

「生涯学習で市民が『心のバリ

アフリー＊』を学ぶ機会の充

実」も、それぞれ3割程度とな

っており、児童だけでなくおと

なの学習・啓発が必要と考える

人も見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.3

35.5

30.8

21.8

2.6

2.1

5.0

0 20 40 60 80

学校教育で子どもたちが「心のバリアフリー」を
学ぶ機会の充実

健常者と障害者等との交流の機会を増やす

生涯学習で市民が「心のバリアフリー」を
学ぶ機会の充実

広報・情報誌やイベントの開催などにより、
広く普及・啓発する

その他

わからない

無回答

【一般成人】

件数＝380 (%)

【一般成人】 

55.0

30.3

25.7

23.9

8.3

6.4

8.3

0 20 40 60

学校教育で子どもたちが「心のバリアフリー」を
学ぶ機会の充実

生涯学習で市民が「心のバリアフリー」を
学ぶ機会の充実

健常者と障害者等との交流の機会を増やす

広報・情報誌やイベントの開催などにより、
広く普及・啓発する

その他

わからない

無回答

(%)件数＝109

【障害者】【障害者】 

48.5

28.3

26.9

25.9

2.2

5.1

17.5

0 10 20 30 40 50

学校教育で子どもたちが「心のバリアフリー」を
学ぶ機会の充実

健常者と障害者等との交流の機会を増やす

広報・情報誌やイベントの開催などにより、
広く普及・啓発する

生涯学習で市民が「心のバリアフリー」を
学ぶ機会の充実

その他

わからない

無回答

【高齢者】

(%)件数＝509

【高齢者】 
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３．施策の内容 

(3) 施策と取り組みの内容 

 

１－１ 心のバリアフリー＊等の推進 

条例の周知とともに、市民の意識啓発と学習機会の充実を図ります 

 

 

 
 

 「西東京市人にやさしいまちづくり条例」（特に第３条の基本理念）につい
て市民・事業者への周知を図り、市民・事業者に対して、人にやさしいまち

づくりに協力いただけるよう啓発します。【都市計画課】 

 

 

 
 

 市内小中学校の道徳、総合的な学習の時間等を活用し、障害者の疑似体験や
高齢者、障害者またはボランティア・市民活動センターからの講師を招いた

授業など、児童の高齢者や障害者への理解を深める福祉教育を推進します。

【教育指導課、生活福祉課】 
 

 次期「西東京市生涯学習推進計画（平成21年3月策定）」との連携を図り、
公民館等で実施している市民の生涯学習のメニューに、高齢者・障害者等へ

の理解を深める学習や、バリアフリー＊・ユニバーサルデザイン＊の知識を

高める学習など、人にやさしいまちづくりを促進する学習の導入について検

討します。【社会教育課、公民館】 
 
 
 
 

 市内の小中学校では、総合的な学習の時間等を活用し、地球環境問題や身近
な環境保全活動等についての学習を推進します。【教育指導課】 

 
 「西東京市環境学習基本方針（平成20年3月策定）」に基づき、関係機関
が連携を図りながら、学校教育における実践的な環境教育プログラムを検討

していきます。【環境保全課】 
 

 

 

1) 条例の周知と基本理念の普及・啓発 

2) 市民に対するバリアフリー教育の推進 

3) 学校や地域での環境学習の推進 
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 次期「西東京市生涯学習推進計画」及び｢西東京市環境基本計画｣（平成15
年度策定）が連携を図りながら、地域における環境学習を充実することによ

り、市民の環境保全に関する知識を高めるとともに、地域の環境保全活動へ

の参加を促進していきます。【社会教育課、環境保全課】 
 

 平成20年度にオープンした「エコプラザ西東京＊」を環境学習・活動の拠点

として位置づけ、環境に関する情報提供や、環境月間（毎年6月）にあわせ

たイベント、講座等を実施します。【環境保全課】 
 

 環境学習講座やリーダー養成講座を実施したり、環境活動市民団体の活動を
支援するなど、市民の環境に対する意識を高めるさまざまな取り組みを推進

します。【環境保全課、公民館】 
 
 
 
 

 市内の人材を活用するとともに高齢者施設等との連携を図りながら、学校等
における世代間交流を推進し、「昔遊び」の伝承など、さまざまな形で児童

と高齢者がふれあえる機会を充実することにより、高齢者に対する理解を深

めていきます。【教育指導課ほか】 
 

 保谷公民館や田無公民館で実施している障害者の学級（くるみ学級、あめん
ぼ青年教室）を通して、障害者と市民との相互理解を深めます。【公民館】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 世代間交流や障害者との交流の推進 



 

 17 

３．施策の内容 

１－２ 情報の収集・提供 

市民との協働によりバリアフリー＊に関する情報を収集し、幅広く提供します 

 

 

 
 

 庁内の関係各課が横断的に連携を図ることにより、人にやさしいまちづくり
に関する情報を一元的に管理するとともに、広く市民に情報が行き届くよう、

市のホームページを最大限に活用します。【都市計画課】 
 
 
 
 

 平成18年に作成した「お出かけ情報地図（ふれあいのまち西東京市バリア
フリーマップ）」について、今後も市民・事業者・社会福祉協議会との協働

により情報を更新・充実していきます。【生活福祉課】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お出かけ情報地図（ふれあいのまち西東京市バリアフリーマップ） 

1) 市ホームページによるバリアフリー情報の提供 

2) 市民との協働によるバリアフリーマップの更新・充実 
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 情報を必要とする人が確実に情報を入手できるよう、ホームページによる公
開を検討します。【生活福祉課ほか】 

 

 

 
 

 店舗や生活利便施設の利用にあたって、高齢者や障害者には手話通訳・介助
などのサービス、乳幼児連れの方には授乳室やベビーベッドなどの設置状況、

外国人には外国語による案内サービスなどが必要です。「お出かけ情報地図

（ふれあいのまち西東京市バリアフリーマップ）」の更新にあわせて、事業

者との連携を図りながら、こうしたサービスについての情報を収集し、市民

に提供していきます。【生活福祉課ほか】 
 

 

 
 

 市が提供している健康づくりや福祉サービスに関する情報を一元管理すると
ともに、市民に対して総合的・体系的に提供していきます。当面は、各課に

よる情報の充実を図り、市ホームページにより提供していきますが、将来的

には、独立した情報システム（福祉情報総合ネットワーク）の構築に向けて

検討していきます。【生活福祉課】 
 

 市内の小学校通学区域において地域住民が主体となって進めているふれあい
のまちづくり事業が、地域における支え合い活動の基盤として機能するよう

に、地域の民生委員・児童委員、福祉施設、ＮＰＯ法人＊、自治会・町内会

等の連携、情報交換や参加促進のための情報発信を支援していきます。また、

ボランティア・市民活動センターや（仮称）市民協働推進センター＊につい

て、広く市民に周知する活動を支援し、地域住民の支え合い活動への参加を

促進します。【企画政策課、生活福祉課】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 事業者との連携による施設情報、サービス情報の収集・提供 

4) 支えあいの活動に関する情報の収集・提供 
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３．施策の内容 

１－３ ともに支えあう活動の支援 

地域における助けあいや支えあい活動を支援します。 

 

 

 
 

 防災・防犯意識の高まり、ひとり暮らしの高齢者世帯の増加などに伴い、地
域コミュニティの重要性は高まっています。このため、地域コミュニティの

あり方として、自治会活動の活性化方策、高齢化への対応方策、行政と住民

による協働の実現方策等について、関係各課の連携体制のもとに検討してい

きます。【生活文化課】 
 

 市民や関係機関等の参画による「（仮称）コミュニティ検討委員会」の設置
について検討します。【生活文化課】 

 
 
 
 

 地域における福祉活動の担い手となるボランティア＊、ＮＰＯ法人＊、地域

活動団体を育成するため、講演会・研修会・実習等を主催する社会福祉協議

会の取り組みを支援します。【生活福祉課】 
 

 商店街の空き店舗や学校の空き教室等を利用して、地域福祉に関する情報提
供、利用者相互の情報交換、高齢者へのミニデイサービス＊、福祉の担い手

育成等を行う地域福祉の拠点づくりを進めます。現在は4箇所が整備されて

いますが、将来は19の小学校通学区域に20箇所の設置を目標とします。

【生活福祉課】 
 
 
 
 

      各小学校通学区域においては、ふれあいのまちづくりの活動を基盤として、
地域活動団体や、自治会、ボランティア等が連携し、地域の課題を解決する

力を高め、日常生活圏域（市内４圏域）においては、専門家や専門機関が連

携して、小学校通学区域の活動の活発化を支援し、さらに全市域でそれぞれ

の活動が機能するように総合的な支援を行い、支えあう地域社会の形成を推

進します。【生活福祉課】 
 

1) 地域コミュニティの形成促進 

2) 地域における福祉人材の育成と活動拠点の整備 

3) みんなで支えあう地域づくりの支援 
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 ささえあいネットワーク事業では、ささえあいネットワーク協力員、協力団
体、民生委員、地域包括支援センター（市内8箇所）、関係機関が連携し、

高齢者の安否確認、相談、専門機関への連絡などを実施してきました。平成

20年8月からは、月1回高齢者の自宅を訪問し、週1回外からの見守りを行

い安否確認する「ささえあい訪問サービス＊」を開始していますが、現在で

は利用者が少ない状況にあることから、今後は見守りが必要な高齢者に対し

てサービスの利用を働きかけていきます。【高齢者支援課】 
 

 

 
 

 平成23年には（仮称）障害者福祉総合センター＊の整備を予定しています。

今後は、市の窓口、（仮称）障害者福祉総合センター＊、関係機関とのネッ

トワーク＊づくりを進め、相談支援体制の充実を図りながら、障害者への生

活支援を充実していきます。【障害福祉課】 
 

 

 
 

 市内では、町会・自治会及びマンションの管理組合を母体とする防災市民組
織が組織されており、市の支援を得て、防災訓練や備蓄品・資機材の購入等

を進めています。今後はより一層のＰＲを図り、防災市民組織の立ち上げを

促進していきます。【危機管理室】 
 

 市民との連携により、下校時のパトロール等を継続することにより、市民の
防犯意識を高めていきます。また、「西東京市犯罪のない安全なまちづくり

条例」に基づき、防犯協会をはじめとする自主防犯活動団体の防犯活動を支

援していきます。【危機管理室】 
 

 

 
 

 地域防災計画及び地域福祉計画＊等で位置付けられている災害時要援護者対

策＊に基づき、災害発生時に備えて、自力での避難が困難な高齢者、障害者

等に対する地域住民による支援体制づくりを推進します。【危機管理室、高
齢者支援課、障害福祉課、生活福祉課ほか】 

 

4) 高齢者のささえあいネットワーク事業の推進 

5) 障害者の生活支援のネットワーク＊の形成 

6) 防災・防犯市民組織活動への支援 

7) 災害時に備えた要援護者への支援体制づくり 
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３．施策の内容 

 
 

 ＰＴＡ・青少年育成会が主体となり、子どもたちが地域で事件・事故に巻き
込まれそうになったとき緊急避難場所として逃げ込める家（子ども110番

ピーポくんの家）を公募するとともに、保護者に対して周知を図ります。市

は、協力者の家に貼るステッカーなどを配布し、子どもたちの不安解消と地

域ぐるみでの子どもたちの避難場所確保の活動を支援していきます。【児童
青少年課】 

 

 

 
 

 社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターが実施している
相談、情報提供、講習会等の充実を支援し、市民のボランティア活動への理

解と参加を促進します。【生活福祉課】 
 

 近年では、地域における問題の解決に対し、市民活動団体、ＮＰＯ法人＊等

の果たす役割は大きくなっています。そこで、市では、平成20年度に

「（仮称）市民協働推進センター＊」を設置し、これから活動を開始したい

市民への情報提供や相談、ＮＰＯ法人＊等の設立支援、すでに活動を開始し

た団体相互のネットワーク＊づくりなど、段階に応じた支援を行い、協働に

よるまちづくりを推進します。【企画政策課】 

 

 「地域活動情報ステーション＊」を構築し、市内各団体の活動内容などを幅

広く紹介することにより、地域の活動への市民の参加を促進していきます。

【企画政策課】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) ボランティア＊、ＮＰＯ＊、市民活動の支援 

8) 子どもの緊急避難場所の確保（子ども１１０番ピーポくんの家） 
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基本目標２ すべての人にやさしい公共空間づくり 

 

(1) 現状と課題 

 

公共施設は、不特定多数の人が訪れる場所であることから、高齢者、障害者、

子ども、乳幼児などの子ども連れなど、あらゆる人たちの来訪を想定しバリアフ

リー化を進める必要があります。 

また最近では、すべての人のために、はじめからバリアをつくらないというユ

ニバーサルデザイン＊の考え方が拡がっており、今後、市の公共施設整備におい

ては、ユニバーサルデザイン＊の考え方を実践することが必要です。 

 

道路においては、幹線道路に十分な歩道が確保されていないこと、幅員の狭い

生活道路に渋滞を迂回する自動車が進入していること等により、歩行者の安全確

保が十分ではありません。平成19年度に実施された本市の市民意識調査を見る

と、市外への転出意向を持っている人の3割以上が「道路等の都市基盤が整って

いない」ことを理由としています。今後も道路、特に歩道の安全性・快適性の向

上に向けた取り組みが必要です。 

多くの人が日常的に利用する駅周辺などにおいても、だれもが安心して利用で

きるように必要な改善を図る必要があります。市では「人にやさしいまちづくり

事業＊整備計画」を順次策定し、駅舎や駅前広場をはじめとする駅周辺地区の整

備を進めてきました。今後も、ひばりヶ丘駅北口の整備など、人にやさしいまち

づくり事業＊を推進していく必要があります。 

 

市民の身近な足である路線バス・はなバスのサービス向上により、だれもが気

軽に市内を移動しやすい環境を整えていくとともに、公共交通サービスを利用す

ることができない高齢者や障害者等に対する移送サービスを充実していくことも

必要です。 

 

全域が市街化区域＊となっている本市では、農地や樹林地の宅地化が進み、ま

ちの緑が減少しつつあります。また、公園の誘致距離＊から外れている地区も残

っており、新たな公園の整備により、公園の適正な配置をめざす必要があります。 

本計画では、まちの憩いや潤いの創出についても施策として位置づけ、「西東

京市みどりの基本計画（平成16年7月）」との連携を図りながら、公園・緑地の

確保と適切な維持・管理を推進していくこととします。 
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３．施策の内容 

(2) 関連するアンケート調査結果 

 

●バリアフリー化を必要とする市

内の公共施設をたずねたところ、

一般成人、障害者では「市役

所・出張所」を挙げる人が最も

多くなりました。高齢者は「地

区会館・地区集会所・コミュニ

ティセンター」が最も多くなっ

ています。そのほか「福祉施

設」や「図書館・公民館」など

に対するバリアフリー化の要望

も見られます。 

●改善の内容としては「入口や施設内の段差をなくす」「だれでも使いやすいトイ

レにする」などの回答が多く寄せられました。 

 

 

●道路において不便と感じること

をたずねたところ（複数回答）、

「自宅周辺の歩道整備が不十

分」「駅周辺や繁華街の歩道整

備が不十分」「道路の段差や勾

配がある」「歩道上の違法駐輪

や障害物が多い」などが挙げら

れています。安全で快適な歩道

の整備が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｊ．バリアフリー化を必要とする市内の公共施設  

12.6 23.4 3.2 11.1 5.0 4.2 11.628.9

件数=380

市役所・出張所 図書館・公民館
福祉施設 スポーツ施設（市立）
地区会館・地区集会所・コミュニティセンター 文化交流施設
その他 無回答

【一般成人】 

27.5 5.5 8.3 2.8 8.3 3.7 4.6 39.4

件数=109

市役所・出張所 図書館・公民館
福祉施設 スポーツ施設（市立）
地区会館・地区集会所・コミュニティセンター 文化交流施設
その他 無回答10.8 4.3 15.5 18.9 9.0 40.3

0.6 0.6

件数=509

市役所・出張所 図書館・公民館
福祉施設 スポーツ施設（市立）
地区会館・地区集会所・コミュニティセンター 文化交流施設
その他 無回答

【障害者】 

【高齢者】 

53.2

38.2

31.1

28.4

20.5

4.5

2.4

2.1

1.6

10.8

9.7

1.1

0 20 40 60

自宅周辺の歩道整備が不十分

駅周辺が繁華街の歩道整備が不十分

歩道上の違法駐輪や障害物が多い

街路灯が少なく、夜間に暗くなる

道路の段差や勾配がある

施設までの案内表示などが少ない

視覚障害者誘導用ブロックの整備が不十分

音響式信号が少ない

青信号の点灯時間が短く、断歩道を渡りきれない

その他

特に不便は感じない

無回答

【一般成人】

件数＝380 (%)

件数＝509

【高齢者】

(%)

31.4

25.0

23.2

21.2

14.1

8.6

6.5

6.1

2.2

5.1

23.8

7.3

0 10 20 30 40

自宅周辺の歩道整備が不十分

歩道上の違法駐輪や障害物が多い

道路の段差や勾配がある

駅周辺が繁華街の歩道整備が不十分

街路灯が少なく、夜間に暗くなる

施設までの案内表示などが少ない

青信号の点灯時間が短く、横断歩道を渡りきれな
い

音響式信号が少ない

視覚障害者誘導用ブロックの整備が不十分

その他

特に不便は感じない

無回答

【高齢者】

件数＝509 (%)

43.1

32.1

29.4

28.4

14.7

6.4

5.5

3.7

2.8

9.2

14.7

6.4

0 10 20 30 40 50

自宅周辺の歩道整備が不十分

道路の段差や勾配がある

歩道上の違法駐輪や障害物が多い

駅周辺が繁華街の歩道整備が不十分

街路灯が少なく、夜間に暗くなる

青信号の点灯時間が短く、横断歩道を渡りきれない

施設までの案内表示などが少ない

音響式信号が少ない

視覚障害者誘導用ブロックの整備が不十分

その他

特に不便は感じない

無回答

(%)

【障害者】

件数＝109

ｆ．道路において不便と感じること 

【一般成人】 

【障害者】 【高齢者】 

駅周辺や繁華街の歩道整備が不十分 

駅周辺や繁華街の歩道整備が不十分 
駅周辺や繁華街の歩道整備が不十分 

青信号の点灯時間が短く、横断歩道をわたりきれない 
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●電車を利用するとき困っている

ことをたずねた結果では、障害

者や高齢者から「乗降時に段差

やすき間がある」「駅の階段が

使いづらい」などの回答が多く

見られました。高齢者からは

「駅構内の案内がわかりづら

い」も多くなっています。また、

障害者からは、その他の意見と

して「エレベーターや優先席を

健常者が利用しており、障害者

が利用できない」などの意見も

見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●同様にバスを利用する際に困っていることをたずねた結果、特に高齢者や障害者

では「乗降時に段差がある」「バス停に段差がある」などの意見が２、3割程度

見られました。一般成人では、1割程度の人が「バス停での案内がわかりにく

い」などの意見が見られました。 

 

 

●市内の緑化のために必要な取り組みについてたずねたところ、一般成人、障害者、

高齢者ともに「公共施設敷地の積極的な緑化」（58.7％、45.9％、36.7％）

との意見が多く、緑化のための手段として重要視されていることがわかりました。 

12.9

8.4

4.2

3.9

1.6

0.8

10.5

65.8

3.7

0 20 40 60 80

駅の階段が使いづらい

乗降時に段差やすき間がある

車内での案内がわかりづらい

駅構内の案内がわかりづらい

係員・乗務員の接遇・マナーが悪い

乗降時に介助を必要とする

その他

特に困っていることはない

無回答

(%)
件数＝380

【一般成人】

ｈ．電車を利用するとき困っていること 

【一般成人】 

23.9

20.2

8.3

7.3

7.3

4.6

12.8

27.5

18.3

0 10 20 30

乗降時に段差やすき間がある

駅の階段が使いづらい

乗降時に介助を必要とする

駅構内の案内がわかりづらい

車内での案内がわかりづらい

係員・乗務員の接遇・マナーが悪い

その他

特に困っていることはない

無回答

件数＝109

【障害者】【障害者】 

20.0

14.9

9.6

7.1

1.2

1.2

5.3

51.5

11.8

0 20 40 60

駅の階段が使いづらい

乗降時に段差やすき間がある

駅構内の案内がわかりづらい

車内での案内がわかりづらい

乗降時に介助を必要とする

係員・乗務員の接遇・マナーが悪い

その他

特に困っていることはない

無回答

【高齢者】

件数＝509

【高齢者】 
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３．施策の内容 

 

●まちなかで危険と感じる場所を具体的にたずねたところ、「駅周辺」「人と車、

自転車が混在する道路や歩道」に関する意見が多く見られました。具体的には、

保谷駅・田無駅の周辺、田無駅付近の踏切、青梅街道、新青梅街道などが多く見

られました。これらを踏まえ、今後も、まちなかにおける安全な空間整備を順次

推進する必要があります。 

 

ｒ．まちなかで危険だと感じる場所 

 【一般成人】 【障害者】 【高齢者】 

意見総数 299件 67件 283件 

駅周辺 68件 

うち、 

・保谷駅：36件 

・田無駅：14件 

・ひばりヶ丘駅：10件 

・東伏見駅：9件 

・柳沢駅：4件 

6件 

うち、 

・保谷駅3件 

38件 

うち、 

・保谷駅：21件 

・田無駅：11件 

・ひばりヶ丘駅：4件

・柳沢駅4件 

踏 切 19件 

うち、 

・田無駅付近：8件 

4件 15件 

うち、 

・田無駅付近：11件 

交差点 9件 4件 7件 

店舗の周辺、商店街 3件 3件 6件 

信号や横断歩道 12件 

うち、 

・信号がない：5件 

2件 4件 

道路の見通しが悪

い、暗い 

8件 1件 3件 

道路や歩道の段差や

障害物 

4件 2件 8件 

うち、 

・自転車の歩道通行 

：5件 

・電柱：4件 

  

主

な

意

見 

人と車、自転車が混

在する道路や歩道 

76件 

うち、 

・青梅街道：16件 

・新青梅街道：8件 

・府中道：7件 

21件 

うち、 

・青梅街道：3件 

・新青梅街道：4件 

・保谷新道：3件 

68件 

うち、 

・青梅街道：15件 

・新青梅街道：6件 

具体的な場所の記述なし 101件 24件 134件 
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(3) 施策と取り組みの内容 

 

２－１ 公共建築物のバリアフリー化等の推進 

不特定多数の人が利用する身近な施設のバリアフリー化を推進します 

 

 

 
 

 だれもが安心して利用できる庁舎をめざして、今後も引き続き田無庁舎・保
谷庁舎についてユニバーサルデザイン＊の整備を継続して行っていくととも

に、敷地内や建築物における緑化と適切な維持管理を推進し、快適性の向上

を図ります。【管財課】 
 

 市民のニーズを踏まえた効果的な整備を推進するためには、施設の使い勝手
や改善要望など、市民の意向を把握することが有効と考えられます。そのた

め、今後の庁舎の改修に際しては、改修の計画・設計段階において市民の意

見を反映するプロセスの導入について検討していきます。【管財課】 
 

 
 
 
 

 

 図書館・公民館のうち、保谷駅南口再開発事業により新設された保谷駅前公
民館・図書館を除いては老朽化が進んでいます。エレベーターや入口の自動

扉の設置など、ある程度のバリアフリー化は施されていますが、一部の施設

についてはトイレの洋式化、だれでもトイレの設置、スロープの改良などが

必要です。今後も、老朽化に伴う改修を進める中で、バリアフリー化につい

ても順次実施していきます。【図書館・公民館】 
 

 西東京市民会館及びこもれびホールにおいて、今後の改修や修繕にあわせて、
だれにとっても利用しやすい施設となるよう、必要な対策を検討していきま

す。【生活文化課】 
 

 スポーツセンターや総合体育館などの屋内施設では、視覚障害者誘導用ブロ
ックが敷設されていないなど、バリアフリー化は十分とは言えない状況にあ

ります。今後、施設の老朽化対策として実施する改修等にあわせ、順次バリ

アフリー化を進めていきます。【スポーツ振興課】 

1) 市役所庁舎におけるユニバーサルデザイン＊の推進 

2) だれもが利用しやすい公共施設（図書館・公民館、文化・スポーツ施設
等）の整備 
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３．施策の内容 

２－２ まちなかにおける安全性の向上 

安心して通行できる道路環境を創出します 

 

 

 
 

 歩道が設置されている道路については、歩道のバリアフリー化と適切な維持
管理を行い、快適な歩行空間の確保に努めます。【道路管理課、道路建設
課】 

 

 住宅地等においては歩道が設置されていない道路が多く、現状では用地上の
制約等により十分な幅員の歩道を確保することが困難です。そこで、必要に

応じて、道路構造やマーキング＊の工夫による自動車の走行速度抑制、カラ

ー舗装＊による車と歩行者の分離など、歩行者の安全性を確保するための方

策の導入について検討していきます。【道路管理課、道路建設課】 
 
 
 
 

 幹線道路としての役割を担う都市計画道路＊の整備は、自動車だけでなく歩

行者の利便性を高めることにもつながります。そのため、東京都との連携を

図りながら、引き続き都市計画道路＊の整備を進めます。また、都市計画道

路＊では共同溝の整備により電線類の地中化を行います。【道路建設課】 
 
 
 
 

 現在整備中のひばりヶ丘駅南口自転車駐車場（平成21年度供用開始予定）
に引き続き、駅周辺を中心に自転車駐車場の整備を進めるとともに、市民へ

の利用を促進し、歩行者にとってバリアとなる路上等への放置自転車等の防

止を図ります。【道路管理課】 
 
 
 
 

 市内５駅とその周辺地区における「人にやさしいまちづくり事業＊」やひば

りが丘団地、向台地区などの地区計画＊関連の周辺道路整備計画などに合わ

せ、交通量の増加が見込まれる住宅地の生活道路について拡幅及び歩道設置

等の整備を行い、歩行者の安全性の向上に努めます。また、地区計画＊等と

の連携を図りながら、生活道路の整備を進めていきます。【道路建設課】 

1) 快適な道路空間の創出 

2) 都市計画道路＊の整備推進 

3) 自転車駐車場の整備及び利用促進 

4) 安全・安心な生活道路の整備 
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 道路交通の円滑化を図るとともに、交通事故を未然に防止するため、市民か
らの設置要望等も踏まえながら、道路反射鏡、道路区画線（スクールゾーン

の表示など）、ガードレールなどの交通安全施設を設置していきます。【道
路管理課】 

 
 夜間の交通安全と防犯対策のため、市民からの設置要望等を踏まえ、市内道
路上に街路灯を設置していきます。また、商店街や団地の自治会などに対し

て街路灯に要する電気代の補助を行います。【道路管理課】 
 
 

 
 

 ひばりヶ丘駅北口について、駅前広場、都市計画道路＊の整備を進めます。

さらに、都市計画道路＊沿道については、まちづくりのルールとなる地区計

画＊の策定をめざします。【都市計画課、道路建設課】 
 

 保谷駅南口では駅前の土地の高度利用を図り、市民の生活利便性を高める施
設を導入するとともに、駅前広場におけるバリアフリー化を図ります。【再
開発課】 

 

 その他の駅周辺についても、必要に応じて、快適性の向上をめざしたまちづ
くりの導入について検討していきます。【関係各課】 

 
 
 
 

 市民に対する交通安全の意識啓発として自転車教室、出前講座による交通安
全教室、キャンペーンなどを随時開催します。また、交通安全週間における

啓発などを通じて、市民の交通マナーの向上を促進します。【道路管理課】 
  
 
 
 

 子どもの通学路の交通安全施設の整備を充実するとともに、子供の通学時の
安全を確保するため、通学路の点検、交通擁護員＊や交通安全協力員＊の拡

充を図ります。【教育企画課、道路管理課】 
 

5) 交通事故や犯罪のない道路環境づくり 

6) 駅周辺における快適なまちづくりの推進 

7) 交通安全活動の推進 

8) 通学路・通園路の安全確保の充実 
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３．施策の内容 

２－３ 公共交通機関等の利便性の向上 

高齢者や障害者などの移動の利便性を向上します 

 

 

 
 

 市内５駅のバリアフリー化は着実に進められており、ひばりヶ丘駅北口を除

き、エスカレーター、エレベーターの設置が完了しています。ひばりヶ丘駅

北口についても、駅周辺まちづくりとの連携を図り、エスカレーター、エレ

ベーターの早期設置をめざします。【都市計画課】 
 

 エスカレーター、エレベーターの設置以外にも、駅構内におけるわかりやす
いサインの設置など、すべての人が安心して利用できる駅とするために鉄道

事業者に働きかけていきます。【都市計画課】 
 

 

 
 

 バス・タクシー事業者との調整を図り、バス・タクシー・自家用車など利用
者の安全性を確保するとともに、歩行空間の段差解消やわかりやすいサイン

の配置等により、すべての人にとって安全で快適な駅前広場の整備をめざし

ます。【道路管理課、道路建設課】 
 

 

 
 

 市内の路線バスについて、都市計画道路＊など新規道路の整備状況に応じて

路線を拡充していくよう、事業者に働きかけていきます。【都市計画課】 
 

 はなバスは、現在５つの路線で運行されていますが、路線バスとの役割分担
に配慮しながら路線を見直し、市民の利便性向上を図ります。また、運行本

数や料金についても検討し、将来にわたり安定したサービスが提供できるよ

う運営の健全化を図ります。さらに、障害者などに対する乗務員の接遇向上

についても運行事業者に要請していきます。【都市計画課】 
 

 

1) 鉄道駅のバリアフリー化事業の促進 

2) 駅前広場等におけるバリアフリー化の促進 

3) 路線バス・コミュニティバス＊（はなバス）の利便性向上 
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 高齢者や障害者など単独での公共交通機関の利用が困難な方の社会参加と社
会活動圏の拡大を図るため、ＮＰＯ法人＊等、民間移送業者による移送サー

ビスの充実を図ります。市及び西東京市社会福祉協議会が運営している福祉

車両以外に、特定非営利活動法人が移送サービスを実施しており、今後も、

サービスの利用状況・利用意向等を把握しながら、より利用しやすいサービ

スの実施を図っていきます。【高齢者支援課、障害福祉課】 
 

 

 

２－４ 公共の緑の保全と整備 

市民の憩いと潤いのある生活環境を整備します 

 

 

 
 

 市が管理する公園や緑地においては、市民団体やボランティア＊による管理

運営が行われています。ボランティア＊は、平成20年4月現在で600人以上

が登録されていますが、最近では高齢者に偏っているのが現状です。今後は、

幅広い年齢層の参加を促進するとともに、必要に応じてボランティア＊の資

質を高める講座等を実施し、市民との協働による公園・緑地の適切な維持管

理が将来にわたり継続されるための取り組みを推進します。【みどり公園
課】 

 
 
 
 
 
 
 
 
谷戸イチョウ公園 
 
 
 
 

西原自然公園 

4) 高齢者・障害者等への移送サービスの充実 

1) 既存の公園・緑地の適切な維持管理 
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３．施策の内容 

 
 

 本市では、近隣市と比較して市民1人当たりの公園面積が少なくなっていま
す。また、公園の誘致距離＊に含まれていない地区が依然として残っていま

す。今後は、生産緑地や借地公園、樹林地、屋敷林等を計画的に買い取り、

公園・緑地として整備し、公園空白地区の解消に努めます。【みどり公園
課】 

 

 今後、街路整備事業により余剰地（残地）が発生した場合には、休憩場所や
憩いの場として利用できる小規模公園（ポケットパーク＊）として整備して

いきます。【みどり公園課】 
 

 

 
 

 市内で唯一の一級河川である石神井川においては、東京都の河川事業により、
市民が水辺とふれあうことのできる親水公園の整備が進められています。本

市では、親水公園の早期完成に向けて、引き続き東京都に要請していきます。

【みどり公園課】 
 
 
 
 

 本市では、「西東京市みどりの保護と育成に関する条例」により、500㎡
以上の民間宅地開発、中高層建築物に対して、所定の緑地面積を確保するよ

う義務づけています（東京都の「東京における自然の保護と回復に関する条

例」では、1,000㎡以上の民間施設が対象）。市が管理する公共施設にお

いては、民間事業者に対して規範となるよう積極的な緑化の取り組みを推進

します。【みどり公園課】 
 

 公園など公共用地に設置した花壇では、デザインや植え付けを市民団体との
協働で行う「花いっぱい運動」を実施しています。また、花苗の一部は、活

動団体が運営する市の育苗センターで育成しています。市では、活動を実施

する団体に対し、植え付けに必要な花苗・資材等の支給を行っています。今

後も、市民との協働による事業を継続していきます。【みどり公園課】 
 

 
 

2) 公園・緑地の確保 

3) 水辺空間の整備促進 

4) 公共施設における緑化の推進 
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基本目標３ 市民・事業者の協力によるやさしいまちづくり 

 

(1) 現状と課題 

 

市民の日常生活に欠かせない小規模な店舗や生活利便施設などでは、入口の段

差をはじめとするバリアが残っている施設も少なくありません。そのため、店舗

主等の協力を得ながら店舗等入口等の段差を解消するなど、だれもが気軽に利用

できる整備を促進する必要があります。 

 

また、高齢者や障害者などには、疲れやすい・突然具合が悪くなるなどの特性

があったり、頻繁に医療・福祉器具の装着等が必要な人もいます。小さな子ども

は疲れやすく、乳幼児連れの保護者は外出中であっても授乳やおむつ換えが必要

です。 

こうした外出に困難を来たす人たちに対しては、まちなかでもトイレやベンチ、

休憩スペース、授乳スペースなどが気軽に利用できる環境を整備することにより、

利便性が向上するものと考えられます。そこで、公共施設ばかりでなく民間施設

に対しても協力を要請することによって、だれもが安心して外出できる環境づく

りを促進する必要があります。 

 

さらに、緑豊かなまちを形成するためには、公園・緑地など公共スペースの確

保・整備だけでは限界があります。 

一定規模以上の開発事業については、「西東京市人にやさしいまちづくり条

例」及び「西東京市みどりの保護と育成に関する条例」に基づく事業者への指導

と、事業者の理解・協力により、適切な公園と緑を確保していく必要があります。 

現存する民有地における緑（屋敷林や農地等）については、土地所有者の理解

と協力を得ながら保全・活用していく方策を検討する必要があります。 

住宅地や事業所用地においても積極的な緑化を働きかけ、市民・事業者との協

働により、まちの潤いを創出していくことが必要です。 
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３．施策の内容 

(2) 関連するアンケート調査結果 

 

●バリアフリー化を必要とする市

内の民間施設をたずねたところ、

一般成人、障害者、高齢者のい

ずれも「病院・診療所・歯科

医」「銀行等金融機関・郵便

局」「スーパーなど大規模店

舗」に対する希望が高いことが

わかりました。障害者では「飲

食店」や「床屋・美容院」との

回答も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●民間施設での必要な改善策については、一般成人、障害者、高齢者ともに「入口

や施設内の段差をなくす」（73.2％、57.8％、36.1％）が最も多く、一般成

人、障害者では「だれでも使いやすいトイレにする」（36.1％、32.1％）が続

きます。高齢者では「ベンチや休憩スペースを設ける」（25.7％）と回答した

人も多くなっています。「通路などに手すりをつける」「案内表示などを見やす

くする」などについても、おおむね10％程度の人が回答しています。 

 

 

 

 

 

ｋ．バリアフリー化を必要とする市内の民間施設 

74.5

57.6

50.3

26.3

11.1

7.6

3.7

2.9

0.8

6.1

0 20 40 60 80

病院・診療所・歯科医

銀行等金融機関・郵便局

スーパーなど大規模店舗

飲食店

コンビニエンスストア

床屋・美容院

スポーツ施設

小売店

その他

無回答

(%)

【一般成人】

件数＝380

【一般成人】 

54.1

35.8

21.1

20.2

17.4

5.5

5.5

2.8

0

29.4

0 20 40 60

病院・診療所・歯科医

銀行等金融機関・郵便局

スーパーなど大規模店舗

飲食店

床屋・美容院

コンビニエンスストア

小売店

スポーツ施設

その他

無回答

【障害者】

(%)件数＝109

【障害者】 

37.5

25.7

22.4

12.4

6.9

6.9

5.7

5.5

1.2

40.5

0 10 20 30 40 50

病院・診療所・歯科医

銀行等金融機関・郵便局

スーパーなど大規模店舗

飲食店

コンビニエンスストア

スポーツ施設

小売店

床屋・美容院

その他

無回答

【高齢者】

件数＝509 (%)

【高齢者】 
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●市内の緑化のために必要な取り

組みをたずねたところ、一般成

人、障害者、高齢者ともに「開

発における緑地の確保」が最も

多くなりました。次いで「公共

施設敷地の積極的な緑化」「道

路における街路樹の植栽・植樹

帯の設置」など、公共用地にお

ける緑化を推進する意見が多く

なっていますが、「ブロック塀

の生垣への転換促進」や「苗木

の配布による緑化促進」などの

意見についても、おおむね２割

程度の回答が見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｍ．市内の緑化のために必要な取り組み   

59.2

58.7

53.7

35.8

25.8

17.4

16.8

16.6

16.3

9.7

8.9

6.3

3.9

2.1

0 20 40 60

開発における緑地の確保

公共施設敷地の積極的な緑化

道路における街路樹の植栽・植樹帯の設置

植林地・農地等を対象とした市の助成支援

植林地等を対象とした市の買取りまたは借用

環境学習の推進

苗木の配布による緑化促進

ブロック塀の生垣への転換促進

緑化ボランティアの育成

園芸・ガーデニング教室などの開催

募金や寄付による緑化基金の充実及び活用

緑化に関するガイドブックなどの発行・配布

その他

無回答

【一般成人】

件数＝380 (%)

【一般成人】 

52.3

45.9

42.2

22.9

21.1

21.1

19.3

12.8

12.8

11.9

10.1

3.7

2.8

8.3

0 20 40 60

開発における緑地の確保

公共施設敷地の積極的な緑化

道路における街路樹の植栽・植樹帯の設置

苗木の配布による緑化促進

植林地・農地等を対象とした市の助成支援

植林地等を対象とした市の買取りまたは借用

ブロック塀の生垣への転換促進

緑化ボランティアの育成

募金や寄付による緑化基金の充実及び活用

環境学習の推進

園芸・ガーデニング教室などの開催

緑化に関するガイドブックなどの発行・配布

その他

無回答

【障害者】

件数＝109
(%)

【障害者】 

40.7

36.7

33.6

21.2

20.6

19.8

17.3

15.1

12.0

10.4

9.8

7.5

1.6

14.7

0 10 20 30 40 50

開発における緑地の確保

公共施設敷地の積極的な緑化

道路における街路樹の植栽・植樹帯の設置

ブロック塀の生垣への転換促進

苗木の配布による緑化促進

植林地・農地等を対象とした市の助成支援

植林地等を対象とした市の買取りまたは借用

緑化ボランティアの育成

緑化に関するガイドブックなどの発行・配布

園芸・ガーデニング教室などの開催

環境学習の推進

募金や寄付による緑化基金の充実及び活用

その他

無回答

【高齢者】

件数＝509 (%)

【高齢者】 
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３．施策の内容 

(3) 施策と取り組みの内容 

 

３－１ 小規模店舗等のバリアフリー化に関する支援 

市民の生活に欠かせない店舗などのバリアフリー化を促進します 

 

 

 
 

 高齢者や障害者、子どもや乳幼児連れなど、だれもが利用しやすい店舗や生

活利便施設を増やしていくため、民間事業者に対してバリアフリー化の意義

を啓発することにより、出入口における段差の解消や、わかりやすい案内サ

イン等の設置などの取り組みを促進していきます。【都市計画課】 
 

 バリアフリー化を実施するためには、まず、現状の評価を行い、その上で具
体的な改善方策を検討する必要があります。特に、法令（東京都福祉のまち

づくり条例など）によりバリアフリー化が義務づけられていない小規模な施

設に対し、現状の評価や改善方策の検討について支援していきます。【都市
計画課】 

 
 
 
 

 市民の日常生活に欠かせない小規模な店舗等においては、出入口に段差があ
ることなどにより、高齢者や障害者、ベビーカーなどの利用に大きな支障を

及ぼしています。市では「バリアフリー誘導補助制度」を創設し、一定の要

件を満たす改修について事業者に補助金を交付することにより、小規模店舗

等におけるバリアフリー化について支援していきます。【都市計画課】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) だれもが利用しやすい施設の整備促進 

2) 補助制度の活用によるバリアフリー＊の誘導 
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３－２ 人にやさしいまちづくりを支援する民間施設の確保 

民間施設の協力により、外出に困難をきたす人に対する支援を推進します 

 

 

 
 

 高齢者や障害者、子どもや乳幼児連れの保護者などが、外出中に必要が生じ
た際に、休憩スペース、トイレ、授乳スペース、おむつ換えのためのベビー

ベッドなどを開放していただくことについて、民間施設への理解を促すとと

もに、「（仮称）人にやさしいまちづくり支援施設」として登録・参加して

いただくよう協力を要請していきます。【都市計画課、産業振興課、生活福
祉課】 

 
 
 
 

 商店街や駅周辺などのまちなかにおいては、休憩施設の設置場所となるオー
プンスペースが少ないことから、まちなかに休憩スペースを設けることにつ

いて民間施設に理解を促すとともに、沿道施設または敷地内にベンチなどを

設置していただくよう協力を要請していきます。【都市計画課、産業振興課、
生活福祉課】 

 

 

 
 

 前述の1)2)の取り組みを進める施設については、市のホームページやバリア
フリーマップ等に情報を掲載するなど、多くの民間施設からの賛同・協力が

得られるよう具体的な優遇措置を検討します。【都市計画課、産業振興課、
生活福祉課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 民間施設における外出者への支援 

3) 民間施設に対する優遇措置の検討 

2) まちなかにおける休憩スペースの確保 
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３．施策の内容 

３－３ 民有地における緑化の促進 

市民や土地所有者との協働により、積極的な緑化を推進します 

 

 

 
 

 「西東京市人にやさしいまちづくり条例」では、畑及び山林を住宅用とする

一定の敷地面積以上の開発事業等について、一定割合の公園や緑地を確保す

るよう規定しています。同様に「西東京市みどりの保護と育成に関する

条例」では、一定の敷地面積以上の施設や開発に対しては、緑化面積

の最低限度を定めるとともに、接道部を緑化することや塀を生垣にす

ることなどを定めています。これらの条例に基づき、市では、施設管

理者や開発事業者への指導を行い、宅地や施設敷地内の緑が適切に確

保されるよう指導していきます。【みどり公園課・都市計画課】  
 

 

 
 

 住宅地における緑化を推進するため、年に1回、市民に苗木を無料で配布し
ています。また、宅地と道路の接道部の緑化を推進するため、新たな生垣の

造成と、それに伴うブロック塀の撤去費用に対する助成を行っています。こ

のほか、保存樹等の指定基準＊に該当する樹木や生垣で市の指定を受けた保

存樹木・保存生垣についても補助金を交付しています。 

 

 今後も、緑に親しむ環境づくりや災害時の被害抑制に向けて、これらの事業
を継続していきます。【みどり公園課】 

 

 

 
 

 市が農地を無償で借り上げ市民に貸し出す「市民農園＊」、種まきから収穫

まで一連の農業指導を受けながら農と親しむ「体験型農園＊」を今後も継続

し、農業に触れたい市民のニーズに応えていきます。【産業振興課】 
 

 イベントとして実施している農業体験や農業景観散策会＊についても継続的

に実施し、市民の都市農業への理解を深め、農地の保全意識を高めていきま

す。【産業振興課】 

1) 開発指導による緑の保全・創出 

2) 市民・事業者による緑化の推進 

3) 農を通した市民との交流の促進 



西東京市人にやさしいまちづくり推進計画 
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 グリーンバンク制度は、不要となった移植可能な樹木を申請に基づき市に登
録し、引取りを希望する別の市民に無償で斡旋する制度です。登録情報は、

市ホームページや所管窓口で公開しています。現状では、斡旋件数は少ない

状況ですが、市内の貴重な緑を維持していくために、利用者の増加に向けた

方策を検討していきます。【みどり公園課】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東大農場 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

早稲田大学東伏見キャンパス

4) グリーンバンク制度の利用促進 




